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（設計審査手数料及び検査手数料の算出基準について）
(金額:円)
	給水本管（口径／延長）区分
	備　考

	設計審査
手数料 
	300㍍未満
	300㍍以上
500㍍未満
	500㍍以上
700㍍未満
	700㍍以上
900㍍未満
	900㍍以上
1100㍍未満
	

	50～100mm
	58,000
	68,000
	78,000
	88,000
	98,000
	

	150mm
	59,000
	69,000
	79,000
	89,000
	99,000
	

	200mm
	60,000
	70,000
	80,000
	90,000
	100,000
	

	検査手数料
	86,000
	86,000×回数
	86,000×回数
	86,000×回数
	86,000×回数
	全口径共通

	先行引込給水管　口径φ50ｍｍ以下：１宅地当たり
	備　考

	設計審査手数料
	600
	

	検査手数料
	1,200
	


※１．　設計審査手数料とは、管路計画及び設計審査にかかる費用を示す。
※２．　検査手数料とは、通水・水圧試験・排泥・断水作業等の現場作業全般及び完成検査にかかる費用を示す。
※３．　口径50ｍｍ以上の検査回数は施工延長300㍍未満を基本１回とし、300㍍以上の給水延長については施工規模及び施工方法によって回数を定めるものとする。
また、300㍍未満においても施工方法によって検査回数が増える場合は、別途定めるものとする。
※４．　設計審査手数料及び検査手数料は、それぞれ給水本管と先行引込給水管の合計額とする。
